
こども・重度心身障がい者・ひとり親世帯等・未熟児養育医療費助成を申請される方へ

各医療費助成の申請の際に、対象者の医療保険情報を以下のいずれかの方法で確認いたします。
受給者証は、医療保険情報を確認した後に発行されます。

◆上記の書類を準備できない場合
マイナンバーを利用した情報連携により、西条市が医療保険情報を確認します。※2、※3

〇確認に時間を要する場合や、受給者証が後日郵送となる場合があります。
〇連携ができなかった場合は、上記の書類をお持ちいただき、改めて申請する必要が
あります。また、資格取得日が申請日からとなる場合があります。

※1 ご加入の健康保険組合等から交付されます。詳細はご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
※2 未熟児養育医療の手続きの際は、上記の①～③のいずれかを必ずお持ちください。
※3 DV支援措置対象者のうちご加入の健康保険組合等へ情報閲覧の制限を届け出されている方は、マイナ

ンバーによる情報連携ができません。申請の際は必ず「資格確認書」をお持ちください。

【お問い合わせ】西条市役所 国保医療課 福祉医療費助成係 TEL：0897-52-1367

◆医療保険情報が分かるものとして、以下のいずれかの書類をお持ちください。
（その他に必要な物はホームページをご確認ください。）

必要な事項
①対象者の氏名・生年月日 ②保険者名称 ③保険者番号 ④記号番号
⑤資格取得（認定）年月日 ⑥被保険者（世帯主／組合員）氏名

①資格確認書※1

ご加入の健康保険組合等によって、カード
タイプやハガキタイプ、A4タイプなど、様
式が異なる場合があります。

②資格情報のお知らせ※1

ご加入の健康保険組合等によって様式
が異なる場合があります。

③マイナポータル画面の写し
上記の【必要な事項】が分かるように、
印刷したものをお持ちください。
(印刷枚数が複数枚になる場合があります。)

マイナポータルの
操作方法はこちらから

（マイナポータルWEBサイト）

https://img.myna.go.jp/manual/03-01/0169.html
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